
各都道府県・指定都市

事 務 連 絡

平成30年4月12日

文化行政主管課 御中

文化庁長官官房政策課

文化財の活用事業に係る特別交付税措置について （情報提供）

標記について、 平成 30 年 1 月 31 日付 「文化財の保存と活用の一層の取組の推進及

び公立文化施設の適正管理の推進の取組等について（通知）」（29房政策第342号）に

おいて、 「 地方公共団体において、 個別の文化財の保存活用計画に基づき実施する活

用事業（解説の多言語化、 企画・展示、 広報等のソフト事業） の地方負担について、

新たに特別交付税措置が講じられる 」 とお伝えしたところです。 この取扱いについて

は別添資料の通りですので、 御連絡します。

上記通知と同様、 各都道府県におかれては、 本件について、 域内市（区）町村に対

しても周知下さるようお願いします。

担 当 ： 文化庁長官官房政策課

東京都千代田区霞が関3-2-2

03 (5253) 4111 

・地方財政措置全般に関すること

長官官房 政策課企画係 （内線2 8 0 9) 

・文化財保護に関すること

文化財部伝統文化課企画係 （内線31 5 9) 

・美術館・博物館に関すること

文化財部美術学芸課企画係 （内線31 5 4) 

　　文化財の活用事業に係る特別交付税措置について
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